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ア
ラ
イ
グ
マ

な
ど
は
自
己
農

地
や
自
宅
敷
地

内
で
あ
っ
て
も

原
則
と
し
て
許

可
な
く
捕
獲
で

き
ま
せ
ん
。
農
作
物
な
ど
を
守

る
た
め
、
講
習
会
に
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

日
時　

12
月
16
日
（
土
）

　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

場
所　

み
と
よ
未
来
創
造
館

　
　
　
（
旧
高
瀬
町
農
村
環
境

　
　
　
　
　
　
　

改
善
セ
ン
タ
ー
）

対
象　

18
歳
以
上
の
県
内
在
住
者

内
容　

法
令
講
習
や
捕
獲
に
関
す

　
　
　

る
知
識
の
修
得

申
し
込
み
先　

農
業
振
興
課

申
し
込
み
期
限　

12
月
6
日（
水
）

　

発
達
障
害
と
愛
着
障
害
を
テ
ー
マ
に
子

育
て
支
援
講
演
会
を
行
い
ま
す
。

日
時
・
内
容　

12
月
24
日
（
日
）

　
　
　
　
　

午
後
0
時
30
分
受
付
開
始

第
1
部　

午
後
1
時
30
分
〜
3
時
15
分

「
こ
の
子
の
行
動
に
は
、
こ
の
子
な
り
の

　
理
由
が
あ
り
ま
す
」

第
2
部　

午
後
3
時
30
分
〜
5
時

「
見
立
て
か
ら
子
育
て
・
支
援
」

場
所　

市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

講
師　

広
島
松
田
病
院

　
　
　

院
長　

松
田
文
雄
先
生

定
員　

1
5
0
人

※
第
1
部
の
み
託
児
あ
り
。
希
望
す
る
人

は
、
事
前
予
約
が
必
要
。
12
月
5
日（
火
）

ま
で
に
N
P
O
法
人
西
讃
教
育
支
援
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
（
秋
山
）　

0
8
0

（
4
9
9
8
）
1
1
3
7
ま
で
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

　

次
の
計
画
策
定
に
つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ

ん
の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

第
3
期
三
豊
市
地
域
福
祉
計
画

資
料
閲
覧
場
所

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
福
祉
課
お
よ
び
各
支
所

意
見
の
提
出
方
法

　

メ
ー
ル
、
F
A
X
、
郵
送
ま
た
は
持
参

募
集
期
間

12
月
15
日
（
金
）
か
ら
平
成
30
年
1
月
5

日
（
金
）
の
午
後
5
時
ま
で

提
出
先　

福
祉
課

問
い
合
わ
せ　

福
祉
課　

☎
73
・
3
0
1
5

三
豊
市
図
書
館
基
本
計
画

三
豊
市
公
民
館
基
本
計
画

資
料
閲
覧
場
所

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
生
涯
学
習
課
、
市
内
の

各
図
書
館（
室
）お
よ
び
各
地
区
公
民
館

意
見
の
提
出
方
法

メ
ー
ル
、
F
A
X
、
郵
送
ま
た
は
持
参

募
集
期
間　

12
月
22
日
（
金
）
か
ら
平
成
30
年
1
月
22

日
（
月
）
の
午
後
5
時
ま
で

提
出
先　

生
涯
学
習
課
、
市
内
の
各
図
書
館

（
室
）
お
よ
び
各
地
区
公
民
館

問
い
合
わ
せ　
生
涯
学
習
課　
☎
73・3
1
3
5

日
時

場
所

資
料
閲
覧
場
所

意
見
の
提
出
方
法

募
集
期
間

提
出
先

問
い
合
わ
せ

問
い
合
わ
せ

募
集
期
間

提
出
先

意
見
の
提
出
方
法

資
料
閲
覧
場
所

日
時
・
内
容

場
所

講
師

定
員

対
象

内
容

申
し
込
み
先

申
し
込
み
期
限

子育て支援講演会 ご意見を募集します

▲

問い合わせ　下記の各担当課まで
　ご連絡ください

▶申し込み・問い合わせ　農業振興課　☎７３－３040

▲

問い合わせ　子育て支援課　☎７３－3016

アライグマ・ヌートリア防除従事者養成講習会

お知らせ

お知らせ

お知らせ 募集

年末年始業務のお知らせ
市役所や市の関連施設は、年末年始の期間、下記のとおりお休みします。

その他の施設については、早めに各施設へお問い合わせください。

施設・業務・問い合わせ先など 休業日など

公
民
館

市
役
所

文　

化　

施　

設

ス
ポ
ー
ツ
施
設

そ
の
他

病　

院

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

ご
み

収
集

野
犬

引
取
り

し
尿
汲
み
取
り

水　
道

12 月 30 日（土）～ 1月 3日（水）まで運休します。ただし、詫間線・荘内線は 12月 30日（土）・31日（日）
も休日ダイヤで運行します。　◆問い合わせ　管財課（☎73-3003）
◆委託業者　高瀬線・高瀬仁尾線（鴨田タクシー㈱☎72-2121）、山本線・財田観音寺線 2号車（本山タク
シー㈱☎62-2128）、三野線・高瀬観音寺線（㈲さくらタクシー☎72-5048）、財田高瀬線（㈱エコロジャパ
ン☎62-5787）、豊中仁尾線（イロハタクシー㈲☎25-1682）、詫間三野線（㈲詫間交通☎82-7888）、詫間線
1号車・荘内線（㈲浦島観光☎84-6350）、詫間線 2号車（藤田自動車整備工場㈱☎73-6182）、仁尾線（㈱河
田タクシー☎24-2918）財田観音寺線 1号車（㈲双葉タクシー☎67-2076）
12月31日(日)～1月3日(水)まで、ごみの収集はありません。
◆問い合わせ　環境衛生課☎73-3007
年内は12月28日(木)まで。年始は1月4日(木)から平常業務となります。
◆問い合わせ　環境衛生課☎73-3007
年内に汲み取りを希望する人は、次の日までに居住地域の許可業者へお申し込みください。
◆12月11日（月） 財田町（㈱財田クリーン☎67-2182）　
◆12月15日（金） 詫間町（㈲詫間清掃☎83-2419）
◆12月18日（月） 豊中町（㈲豊中衛生社☎62-2015）
◆12月20日（水） 高瀬町（㈱ダックス☎72-5467）、山本町（㈱山本衛生社☎63-2312）、三野町（㈲三野津衛生社☎72-1086）
◆12月25日（月） 仁尾町（㈱アドバンス☎82-2783）
年始は1月4日（木）または5日（金）から平常業務となります。詳しくは許可業者にお問い合わせください。
水道の開栓・閉栓・名義変更の受け付け、水道料金の収納は、水道局料金センターで午前8時30分から午後5時15分まで
受け付けます。ただし、12月29日（金）～1月3日（水）までは休業します。　◆問い合わせ　水道局料金センター（☎62-2142）
断水や水漏れなど緊急を要する用件は、全日対応します。◆問い合わせ　市上下水道工事業協同組合（☎62-6561）

高瀬(☎72-5631)、山本(☎63-1041)、三野(☎73-3121)
豊中(☎62-6430)、詫間(☎83-6828)、仁尾(☎56-9565)
財田(☎67-0108)
高瀬(☎73-3051)、山本(☎63-1041)、三野(☎73-3114)
豊中(☎62-1155)、詫間(☎83-8811)、仁尾(☎82-5106)
財田(☎67-0108)

高瀬町体育館（☎73-3135）、高瀬B&G海洋センター（☎73-4700）、緑ヶ
丘総合運動公園（☎72-1500）、三野町体育センター（☎73-3111）、豊中町
体育館（☎62-1000）、豊中サン・スポーツランド（☎62-6163)、豊中町ト
レーニングセンター（☎62-6540）、詫間町体育センター・詫間町武道館・
詫間町市民運動場・詫間町水出運動公園（☎83-4307）、三豊市弓道場（☎
83-6221、83-4307）、仁尾町体育センター（☎82-5100）、財田町総合運
動公園・財田Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎67-3721）
山本ふれあい公園（☎63-1041）

12月29日(金)～1月3日(水)
出生・死亡・婚姻など戸籍の届け出
は、本庁の宿日直が受け付けます。

本庁（☎73-3000）

図
書
館

図
書
室

山本町生涯学習センター(☎63-1041)、仁尾町文化会館(☎56-9565)
宗吉かわらの里展示館（☎56-2301）、詫間町民俗資料館・考古館（☎83-6858）

上高野児童館（☎62-5463）

ふれあいプラザにお(☎82-2607)、前田児童館(☎72-5594) 
たかせ人権福祉センター(☎72-2501）、上高野文化センター(☎62-2377)   

豊中コミュニティセンター（☎62-5205）
西香川病院（☎72-5121）

財田診療所(☎67-3800)、志々島診療所（☎83-5708）、
粟島診療所（☎84-7009）　※財田診療所は28日（木）の午後から休診です。

12月28日(木)～1月3日(水)
（28日は月末整理日）

12月28日(木)～1月3日(水)

12月29日(金)～1月3日(水)

12月28日(木)～1月4日(木)

12月28日(木)～1月3日(水)

永康病院（☎83-3001）　

マリンウェーブ（☎56-5111）

12月28日(木)～1月4日(木)

12月29日(金)～1月3日(水)

12月29日(金)～1月3日(水)

※救急の場合は、お問い合わせください。

パブリックコメント

　

軽
自
動
車
税
は
、
原
動
機
付
自
転
車
、

軽
自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
（
農
耕
用

含
む
）、
２
輪
の
小
型
自
動
車
を
所
有
し

て
い
る
と
い
う
事
実
に
対
し
て
所
有
者
に

課
税
さ
れ
、
納
税
義
務
が
生
じ
ま
す
。

原
動
機
付
自
転
車
・
小
型
特
殊
自
動

車
を
所
有
す
る
人

　

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト

は
、
課
税
対
象
で
あ
る

こ
と
を
示
す
課
税
標
識

を
兼
ね
て
い
ま
す
。
公

道
を
走
行
し
な
く
て
も
、

車
両
へ
の
附
着
義
務
が

あ
り
、
標
識
の
返
納

（
廃
車
）
は
、「
廃
棄
」

「
譲
渡
」「
転
出
」「
盗
難
・
紛
失
」
の

場
合
に
限
り
、
受
け
付
け
ら
れ
ま
す
。

　

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
が
付
い
て
い
な
い

原
付
・
小
型
特
殊
車
な
ど
を
持
っ
て
い
る

人
は
、
必
ず
、
税
務
課
ま
た
は
各
支
所
で

標
識
交
付
申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

標
識
が
な
い
ま
ま
車
両
を
所
有
し
て
い
る

期
間
に
つ
い
て
は
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
課
税

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

乗
用
の
田
植
機
、
コ
ン
バ
イ
ン
お
よ
び

ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
（
農
耕
用
小
型
特
殊
自

動
車
）
も
、
使
用
の
有
無
や
、
道
路
を
走

行
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
有
し

て
い
る
人
は
、
市
へ
登
録
す
る
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

▲

問い合わせ　税務課　☎73－3006

原付や小型特殊自動車にナンバープレートは付いていますかお知らせ


